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❷ 民事第一審通常訴訟事件の新受件数の推移
　弁護士が関わることの多い地方裁判所・簡易裁判所の民事第一審通常訴訟と、増減の変化の大きい簡易
裁判所の民事調停の新受件数の推移を見ると、民事第一審通常訴訟は地方裁判所・簡易裁判所ともに増加
し続けていたが、2010 年から減少に転じている。
　他方、簡易裁判所の民事調停は、2003 年をピークに減り続けている。

【注】1．�数値は、『司法統計年報（民事・行政編）』「民事・行政事件数－事件の種類及び新受、既済、未済－全地方裁判所
及び地方裁判所別、全簡易裁判所及び地方裁判所管内全簡易裁判所別」によるもの。

　　 2．�本項の地方裁判所における「民事第一審通常訴訟事件」とは、「通常訴訟事件」及び「人事訴訟事件」を指す。
　　 3．�2004 年 4月 1日から、簡易裁判所の事物管轄については 140万円に引き上げられ、140万円以下の請求に

係る事件については簡易裁判所の管轄になった。また、同年同月、人事訴訟は家庭裁判所の管轄となった。
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資料2-2-1-3 民事第一審通常訴訟新受件数の推移（地方裁判所・簡易裁判所）
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　次のグラフは、地方裁判所の民事第一審通常訴訟新受件数の推移について、過払金等以外事件と過払金
等事件別にみたものである。新受件数が 2009 年を境に減少傾向にあるものの、過払金等以外の事件は近
年ほぼ横ばいとなっていることに鑑みると、過払金等事件の減少が大きく影響しているものと考えられる。

　簡易裁判所においては、過払金等事件は減少傾向にあり、2009 年のピーク時と比較すると、2018 年の
同事件数は半分以下となっている。

【注】1．�数値は、最高裁から提供を受けた資料によるもの。
　　 2．�過払金等事件とは、「不当利得返還請求事件」、「過払金返還請求事件」等、不当利得返還請求を内容とする事件名が

付された事件、手付金、地代、家賃、敷金、保証債務の履行等を請求する事件等をいう。

【注】�数値は、最高裁から提供を受けた資料によるもの。

90,540 92,837 100,947

51,948 50,980 47,359

103,267

43,414

99,807

38,636

87,495 91,040 92,417 90,181 92,462 89,862

112,027

144,468 130,177
106,185

68,851
57,528

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（件）

（年）

過払金等以外 過払金等

266,152
314,271

268,838 243,683 211,445 177,616

285,723

343,956

316,756

278,956

191,864

156,130

過払金等以外 過払金等

170,862 177,082

148,209 144,584

191,747

134,423

200,252

136,132

198,917

142,431

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（件）

（年）

資料2-2-1-4 民事第一審通常訴訟新受件数の推移－内訳別（過払金等以外・過払金等）－（地方裁判所）

資料2-2-1-5 民事第一審通常訴訟新受件数の推移－内訳別（過払金等以外・過払金等）－（簡易裁判所）


